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１ 障がい者雇用率の報告誤りの概要について 

「障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号）」（以下、

「障害者雇用促進法」という｡）は、障がい者の職業の安定を図ることを目的と

して、法定雇用率を設定し、事業主に対して障がい者の雇用義務を課しており、

この雇用義務の達成状況について、毎年６月１日現在の数値を国（厚生労働省）

に報告しなければならないこととなっている。 

そうした中、知事部局、教育委員会、警察本部で報告した平成 29 年６月１

日現在の障がい者の数に誤りがあったことが判明した。 

まず、知事部局で国に報告した障がい者数は 185 名であったが、このうち 12

名については、厚生労働省の定める「プライバシーに配慮した障害者の把握・

確認ガイドライン」（以下「厚労省ガイドライン」という。）に則った確認をし

ておらず、本人の身体状況等で、障がい者雇用者数に計上していたことが判明

した。 

また、教育委員会で国に報告した障がい者数は 409 名であったが、このうち

132 名については、厚労省ガイドラインに則った確認をしていなかったことが

判明した。 

さらに、警察本部で国に報告した障がい者数は 38 名であったが、このうち

12 名については、雇用率計算の対象外とされている障がいのある警察官であ

った。 

このように、障がい者の雇用状況報告において、不適切な計上がされていた

ことを受け、人事事務所管課で構成する「神奈川県障がい者雇用検討会」を設

置し、不適切な計上が行われていた経緯と背景、再発防止策の策定、障がい者

雇用の促進などについて検討を行い、本報告書を取りまとめた。 

 

＜再点検し報告し直した平成 29 年６月１日現在の障がい者雇用状況＞ 

 

法定雇用率 

法 定 雇 用 障 害

者 数 の 算 定 の

基 礎 と な る 職

員数 

障害者の数 実雇用率 不足数 

知事部局 2.3％ 7,435.0 227.5 3.06％ 0.0 

教育委員会 2.2％ 22,679.0 376.5 1.66％ 121.5 

警察本部 2.3％ 2,118.0 30.5 1.44％ 17.5 

※ 障害者の数については、短時間勤務職員以外の重度障害者１人を２人に相当するもの

としてダブルカウントし、重度障害者以外の短時間勤務職員については、１人を 0.5 人

に相当するものとしてカウントしており、実障害者数ではない。 



２ 原因究明について 

(1) 知事部局 

平成 30 年８月 16 日の国の障がい者雇用水増し問題に係る報道を受けて、

実態調査を行ったところ、平成 29 年６月１日時点の国への報告データの中

で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等（以下、「障がい

者手帳等」という｡）の有無を確認したか不明である職員が 12 名いることが

判明した。 

その12名について、障がい者雇用者数に計上した経過を確認したところ、

障がい者手帳等の有無の確認をせず、本人の身体状況等で、障がい者雇用者

数に計上しており、厚労省ガイドラインに則っていない不適正な計上であっ

たことが判明した。 

障がい者手帳等の有無を確認せず、誤った報告を行った理由については次

のとおりである。 

・ 国への報告は、前年度の対象者名簿の更新を基本に対応しており、職

員への周知や確認等について前例踏襲となり、厚労省ガイドラインの内

容等をよく確認せずに調査を実施していたこと。（原則、職員全員に周

知して報告するという認識の欠如等） 

・ 人事所管課から各局総務室への照会にあたり、厚労省ガイドラインを

参照するように付記していたが、厚労省ガイドラインに記載されている

障がい者手帳等の確認を必ず行うこと等の明確な指示をしていなかっ

たこと。 

・ 厚生労働省の通知（「改正身体障害者雇用促進法の施行について」(昭

和 51 年 10 月１日)）にあった「確認は、原則として身体障害者手帳に

よって行うものとする」との記載について、例外が認められる余地があ

るものと誤認し、対象者を拡大解釈していたこと。 

・ 人事所管課では、各局総務室及び各所属がどのように確認作業をして

回答しているのか、職員から同意に基づく申出があったのか、把握して

いなかったこと。 

(2) 教育委員会 

人事所管課において、各所属からの報告に加え、税務情報や休職者情報を   

含む人事情報等によって、厚労省ガイドラインに則った確認をせず、その時

点で障がいがあると考えられる者を計上していた。 

   こうしたことが行われてきた点については、厚労省ガイドラインへの認識

不足、毎年の国の通知の解釈の誤り、前例の踏襲などが背景となっていたと



考えられる。 

さらにもう一歩掘り下げれば、法定雇用率を下回っていたため、国から勧 

告を受けたということもあり、その時々、それぞれの担当者や決裁権者であ

る管理職の中に、法定雇用率達成へのプレッシャーがあり、より精緻に人事

情報を収集、確認していたことがあげられる。 

(3) 警察本部 

元来、警察官は障がい者雇用の対象から除外されているものの、採用後に

不慮の病や事故に倒れ、身体に障がいを負った職員は、本来の職務遂行が困

難であり、個別の事情を考慮した上で一般職員と同様にデスクワーク中心の

職に従事していることから、その事情を踏まえ障害者雇用率に算入したもの

であるが、警察官の身分は継続しており、本来、計上してはいけなかったも

のである。 

 

３ 再発防止策について 

(1) 採用前の確認について 

ア 障がいのある人を対象とした採用試験の募集時（共通） 

募集案内の中に、①国への障害者雇用状況報告制度があること、②合格

者にはそのための確認があることを明記する。 

イ 知事部局 

障がいのある人を対象とした採用試験の合格者について、採用意向を確

認する書類に、国への障害者雇用状況報告制度があることを明記するとと

もに、採用前面談において、人事担当者が改めて障害者雇用状況報告制度

について説明を行い、本制度の趣旨について理解を得て、その上で、障が

い者手帳等の写しの提出を求める。 

ウ 教育委員会 

教員採用試験における障がいのある人を対象とした特別選考受験者に

ついては、採用試験時に人事担当者が障がい者手帳等の確認を行う。さら

に合格発表後に行われる名簿登載者説明会において、人事担当者が障がい

の状況や配置にかかわる配慮内容を確認するとともに、障害者雇用状況報

告制度について説明を行う。 

障がいのある人を対象とした小中学校事務職員採用試験の合格者につ

いては、合格発表後に行われる名簿登載者説明会において、人事担当者が

障がい者手帳等の確認を行う。併せて、障がいの状況や配置にかかわる配

慮内容を確認するとともに、障害者雇用状況報告制度について説明を行う。 



エ 警察本部 

障がいのある人を対象とした警察事務職員採用試験の合格者について

は、採用前面談において、人事担当者が障がい者の障がい内容等を聞き、

個々の事情に応じた適切な配置を実現するとともに、障がい者手帳等の確

認と障害者雇用状況報告制度について説明を行い、本制度の趣旨について

理解を得る。 

(2) 採用後の確認について 

ア 知事部局 

① 全職員に対して申告を呼びかける場合（この方法を原則とする） 

今まで、各局や所属に対応を委ねてきた障がい者雇用状況の確認作業

について、厚労省ガイドラインに則り、１年に１回、人事課から、メー

ルの送信や書類の配布等画一的な手段で全職員へ調査の趣旨や実施方

法等を周知して調査を行うとともに、前年度と回答状況の異なる職員に

対しては確認を行う。 

② 個人を特定して確認する場合（この方法はあくまで例外とする） 

各所属が、上記で申告した職員以外から障害者としての配慮を求めら

れた場合などについては、各局総務室と連絡を取り合い、厚労省ガイド

ラインに則った適正な確認を行い、個別に障がい者手帳等の写しの提出

を求める。 

イ 教育委員会 

障がい者雇用状況の確認作業については、引き続き、書類の配付等、画

一的な手段で全教職員へ調査の趣旨や実施方法等を周知して行うととも

に、平成 31 年６月１日報告においては、厚労省ガイドラインに則った確

認を行うとともに、その履行を確実に担保するために、障がい者手帳等の

写しの提出を求めるなどの対応を徹底する。 

ウ 警察本部 

全職員に対し、厚労省ガイドラインに則った調査の趣旨や実施方法等を

メールや書類の配布等により、周知して確認を行う。 

また、前年度と回答状況が異なる場合には、厚労省ガイドラインに則っ

た適正な方法により、個別に障害の程度等を確認する。 

(3) その他、再発防止のための留意事項等 

ア 知事部局 

年１回、人事所管課と各局総務室の人事担当による勉強会（障がい者雇

用の意味、障がい者が働きやすい職場とはどういう職場か、個人を特定し



て確認する場合の確認方法等）を開催する。 

イ 教育委員会 

働きやすい職場づくりに向けて、障がい者への対応、障がい理解に関す

る研修を充実させるとともに、ハローワークの職員を講師に招いた「精神・

発達障害者しごとサポーター養成講座」を実施する。 

ウ 警察本部 

人事所管課による各所属に対する研修等の実施、担当者が対象障がい者

の計上について正しい知識を会得できるよう努め、全職員に障がい者雇用

への理解を浸透させ、障がい者が働きやすい環境づくりの意識を高める。 

警察本部が各所属における対象障がい者の個別の状況及び職場環境に

関する要望を把握するとともに、集計の際には、警察本部及び各所属の双

方において、対象外の職員が含まれていないかチェックを行う。 

(4) 障がい者雇用状況報告時における第三者の確認について 

平成 31 年度以降の報告においては、報告数値の妥当性について、第三者

による確認を受ける仕組みを作り、正確な報告に努める。 

 



障がい者雇用検討会の設置及び運営に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障がい者雇用検討会の設置及び運営に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（目的） 

第２条 障がい者雇用率の国への報告にあたり、適切でない事務処理があった

ことについて、原因を究明し再発防止策や今後の障がい者雇用のあり方を検

討するため、障がい者雇用検討会（以下、「検討会」という。）を設置する。 

（検討事項） 

第３条 検討会は、次の事項を検討する。 

(1) 不適切な計上が行われた経緯と背景の検証に関すること 

(2) 再発防止策の策定に関すること 

(3) 障がい者雇用の促進に関すること 

（構成員） 

第４条 検討会は、座長及び構成員をもって構成する。 

２ 座長は、総務局組織人材部人事課長をもって充てる。 

３ 構成員は、次に掲げる者をもって充てる。 

企業庁 企業局総務室管理担当課長 

議会局 議会局管理担当課長 

教育委員会 教育局総務室管理担当課長 

教育局行政部教職員人事課長 

警察本部 警務部警務課長 

４ 検討会は、座長が必要に応じて招集し、これを主宰する。 

５ 座長は、必要に応じ、議題等に関係する構成員のみを招集することができる。 

６ 座長は、必要に応じ、関係部局の課長等の出席を求めることができる。 

７ 座長は、あらかじめ指定する者にその職務を代理させることができる。 

（庶務） 

第５条 検討会の庶務は、総務局組織人材部人事課において処理する。 

（雑則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営等に関し必要な事項は、座

長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 30 年９月５日から施行する。 
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